
令和２年度 松浪地区まちぢから協議会 第５回 運営委員会 次第 

日時 令和２年９月１６日（水）９：３０～  

場所 松浪コミュニティセンター ホール１・２ 

（仮称）浜竹公園の整備について（公園緑地課） 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 広報委員会からの報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

（１）松浪地区社会福祉協議会 

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ

(５) 松浪地区体育振興会

(６) 松浪地区スポーツ少年団
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(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

 

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

 

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会 

 

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ 

 

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ 

 

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ 

 

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ 

 

(１４) 松浪学区子ども会連合会 

 

(１５) 食生活改善推進団体 

 

(１６) 浜竹一丁目自治会 

 

(１７) 浜竹二丁目自治会 

 

(１８) 浜竹三丁目自治会 

 

(１９) 浜竹四丁目自治会 

 

(２０) 松浪一丁目自治会 

 

(２１) 松浪二丁目自治会 

 

(２２) 富士見町自治会 

 

(２３) LG富士見町自治会 

 

(２４) 常盤町自治会 

 

(２５) 緑が浜自治会 

 

(２６) 汐見台自治会 

 

(２７) 出口町自治会 

 

(２８) ひばりが丘自治会 
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(２９) 美住町自治会 

 

（３０）公募委員 

 

１２ まちぢから協議会連絡会 

   行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

 

１３ スケジュールについて 

総会資料事業計画等資料を参照 

 

１４ 閉会 

 

 

次回運営委員会：令和２年１０月２１日（水） 
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松林地区まちぢから協議会　視察資料

№ 質問者 ジャンル 質　問 回　答

1 滝本 施設 実際使用してみて、建物・間取り・スペースに不便はないですか？

2 施設
実際の利用者の声や事務局として、使い勝手がよい部屋・施設・設

備はどういうものですか？

3 施設
逆にこういう部屋・施設・設備があったら良かったと思われるもの

があれば教えてください。

4 事業
主催イベントの開催の過程（案から開催まで）は、どのように決め

るか教えてください。

役員や事務局スタッフ、利用者からの発案により事業を検討している。

発案された事業については、管理運営委員会や、役員と事務局スタッフとのコミセン連絡会で検

討し、事業実施に向けて進めている。

5 指定管理 指定管理者とそのもとで事務する事務局との関係は？ まちぢから協議会が事務局スタッフを９名採用している（雇用契約）。

6 利用者 来場される方の足（交通機関、車、自転車等）の割合
徒歩や自転車（約50台駐輪可）が大半。車は原則NGとしている。

コミバスも回っているが、時間が合わず利用者の利用は少ない。

7 施設 太陽光発電等の設備有無
【資料３（松浪コミセン太陽光発電）参照】

蓄電池により災害時も対応可能で、停電時も照明は点灯する。

8 利用者 来場者よりの過去にあったクレーム
大きなクレームは無し。

意見箱を設置し、利用者より意見をいただき適宜対応しているが、直近１年は意見も無し。

9 指定管理 指定管理者…担当者の選任・人数・稼働時間・任期と方法．．．
まちぢから協議会の役員６名が管理運営委員会として活動している。

任期：２年（１期２年で最長３期まで）

10 指定管理 規約…どうやって作った。 直近の高砂コミセンの規約を参考に作成。

11 施設 完成後…あれがあったら良かった。

12 指定管理 各種トラブル、問題点、その解決例 大きなトラブルは無し。

13 利用者
使用ルールにはどのようなものがあるか、また、あった方が良い

ルールは？
【資料１（ご使用案内と遵守事項）参照】

14 利用者 子ども対象のルールがあるか。
子どもの家の利用は小学生以下が対象。開館：9～17時（11月～1月は16時半まで）

また、学校から直接の来館は禁止（一度家に帰ってから）。

15 施設 使用上どのような問題があったか。 大きな問題は無し。

16 事業 人気のあった催し物にはどんなものがあるか。 寄席、クリスマスコンサート、ニューイヤーコンサート、ミニチュアトレイン等

17 施設 設備としてこのようなものがぜひあった方がよいと思うものは？

18 指定管理 こうした方がもっと良かったと今考えることは？

19 施設 印刷室の利用料は、どの様な料金設定ですか？ 【資料４（印刷料金早見表）参照】

20 施設 30名程度が利用出来る部屋は在りますか？ 【資料２（平面図）参照】

21 指定管理 カフェは総勢、何名で運営していますか？ 【資料５（松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員）参照】

22 施設 一番広く利用出来る部屋は何㎡になりますか？ 【資料２（平面図）参照】

23 指定管理
指定管理者として、施設管理・事業運営上留意されていることは何

ですか。
利用者に不便をかけないようにしている。

24 事業 事業計画上、地域住民の声・要望をどのように反映していますか。 意見箱を設置（全ての意見を反映してはいないが、可能な範囲で対応している）。

25 事業
コミュニティカフェに取り組んだ結果はどのように評価しています

か。

地域の方々（特に高齢者）がコミセンに気軽に出入りするようになり、交流が生まれたことは、

カフェ運営の効果である。

26 施設

茅ヶ崎で一番新しいコミセンですが、開設後5年経過した現在、こん

な施設、こんな機能があった方がよいと思われることはあります

か。

27 施設 こんな設備があればよかったと思われるものがありますか。

28 事業
年間事業計画を立案から承諾まで決めるシステム（〇〇委員会→〇

〇→〇〇で承諾）

役員や事務局スタッフ、利用者からの発案により事業を検討している。

発案された事業については、管理運営委員会や、役員と事務局スタッフとのコミセン連絡会で検

討し、事業実施に向けて進めている。

29 事業
公民館事業、体育振興会事業、民生委員協の事業とのすみ分けをど

のように調整していますか。

小和田公民館との連携はしているが、体育振興会や民生委員との事業連携は特になく、コミセン

会議室の優先予約程度である。まちぢから協議会との連携として、体育振興会との盆踊りは共催

で実施している。

30 指定管理 スタッフの人員は？（常時、年間） 【資料５（松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員）参照】

31 指定管理 スタッフの役割と人員は？（常時、年間、行事の時）

囲碁・将棋大会ではプラスαで事務局スタッフが出勤し、団体や参加者との調整をしている。コ

ミセンまつりは当初出勤させない予定だったが、スタッフから「出たい」との声があったため、

参画していただいた。

32 施設 セキュリティについては？（開放時、閉館時）

アルソックによる巡回警備請負契約を締結している。

開館時はスタッフが入口自動ドアより入館し、セキュリティ解除を行う。閉館時も同様に、セ

キュリティを設定し、入口自動ドアより退館する。閉館時に何かあった場合は、アルソックより

会長→副会長→スタッフ（責任者）へ連絡が入る。

33 指定管理 年間予算と支出配分は？ 【資料６（令和元年度決算）参照】

34 指定管理 運営上の課題は？ 市民自治推進課と連携して運営しているため、大きな課題は無し。

35 指定管理 管理上の問題は？ 市民自治推進課と連携して管理しているため、大きな問題は無し。

36 指定管理 周囲の住民との関係は？ 関係は良好（クレーム等も無し）。

37 指定管理
コミセンの運営委員について…運営委員やスタッフの人数と内訳、

まちぢから協議会のかかわり
【資料５（松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員）参照】

38 利用者
施設の利用状況…利用団体数、各施設の利用率、利用率の高いもの

＆低いもの
【資料７（茅ヶ崎市地域集会施設の面積・稼働率比較表）参照】

39 指定管理 年間予算…予算の総額と内訳 【資料６（令和元年度決算）参照】

40 施設 駐車施設…駐車場、駐バイク場、駐輪場の台数内訳
駐車場：５台（うち１台分は包括支援センター用の高齢者・障害者用で、一般の方は印刷時の短

い時間のみ利用可能）。駐輪場（バイク含む）：約５０台分あり

41 施設 有料の施設は？

【資料１（ご使用案内と遵守事項）参照】

有料施設：無し。一部備品については有料で貸し出し。

・ピアノ：300円／1コマ　　・カラオケ：1,000円／1コマ

西山

内田

佐藤

大塚

令和２年９月５日（土）　松浪コミセン視察　事前質問・回答

森

今井

安齋

長谷川

小澤
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松林地区まちぢから協議会　視察資料

№ 質問者 ジャンル 質　問 回　答

42 利用者 和室の利用形態は？どの様な団体が利用しているのか。 華道や茶道の利用は無し。自彊術（じきょうじゅつ）体操、ヨガ、幼児遊びが多い。

43 指定管理 ボラセンと包括支援センターの継がりは？
コミセン、ボラセン、包括がお互いの事業内容を理解し、案内等は行っている。

防災訓練は一緒に実施している。

44 利用者 来館者の年齢層は？

基本的に高齢者が多いが、ヨガ等の活動団体は若い女性も多く、コーラス等の団体は中年の方が

多い。フリースペースは様々な世代が利用しているが、近隣の学校のテスト期間は中高生の利用

が多い。

45 指定管理 カフェや食堂などのスタッフのローテーションのサイクルは？
コミカフェのボランティアスタッフには高齢の方が多いため、短時間勤務（2～3時間）で対応し

ている。日替わりランチのある火曜・金曜はスタッフを増員し、ランチ対応をしている。

46 利用者 フリースペースを独占してしまうような利用者はいませんか？ 近隣の学校のテスト期間中は中高生でいっぱいになってしまうが、適宜対応している。

47 利用者
子供（小・中・高校生）の利用は？（予約、フリー問わず）どのよ

うな利用をしているか？

子どもの家の利用は小学生以下が対象。開館：9～17時（11月～1月は16時半まで）

フリースペースについては、近隣の学校のテスト期間中は中高生の利用が増える。

48 利用者 各部屋の利用は登録団体のみですか？スポット利用はあり？
団体登録し、事前に予約をした団体のみ利用可。

スポット利用はなし。

49 施設 調理室の設備は？稼働率はどのくらいか？
調理台4台、冷蔵庫、調理器具、食器類

【資料７（茅ヶ崎市地域集会施設の面積・稼働率比較表）参照】

50 指定管理 指定管理者として悩みはどんなコト？（解決が難しい悩み） 指定管理料が高額なため、専門の会計担当がいないと管理が難しい。

51 施設 設備や部屋の間取り等で後悔している点、逆に満足している点

52 指定管理 不審者対策で、何か策を講じていますか？ 特になし

53 指定管理 各施設の予約、利用のルールは？ 【資料１（ご使用案内と遵守事項）参照】

54 施設 施設の利用料金はいくらか？

【資料１（ご使用案内と遵守事項）参照】

有料施設：無し。一部備品については有料で貸し出し。

・ピアノ：300円／1コマ　　・カラオケ：1,000円／1コマ

55 指定管理 スタッフ、ボランティア等の人数は？ 【資料５（松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員）参照】

56 施設
貸し出しの器具等はどんな物があるか？（スポーツ、レクリエー

ション、その他）
【資料１（ご使用案内と遵守事項）参照】

57 指定管理 カフェ（食堂）の運営について（許可届け出等、人の手配等） 食品衛生管理者を設置し、市保健所へ届出書を提出している。

58 事業 各事業の計画・立案について（実行委員会等）

役員や事務局スタッフ、利用者からの発案により事業を検討している。

発案された事業については、管理運営委員会や、役員と事務局スタッフとのコミセン連絡会で検

討し、事業実施に向けて進めている。

59 指定管理 指定管理者としての問題点について（資格等が必要なものは？） 特になし

60 事業 事業を実施するに当っての問題点（ケガ等）について 特になし

61 事業
各種事業の企画、立案、実行の具体的な主体者はどなたですか。負

担の軽減のためにどんな工夫をされていますか。

役員や事務局スタッフ、利用者からの発案により事業を検討している。

事業実施に当たり、事務局スタッフが役割分担し、対応している。

62 事業
企画するに当って、各事業への参加人数はどのように考えています

か。10名程度でも良いとしている様ですか。
事業規模によって異なるが、囲碁・将棋大会については少人数でも実施している。

63 事業 主催イベントはどのように決めるのか？

役員や事務局スタッフ、利用者からの発案により事業を検討している。

発案された事業については、管理運営委員会や、役員と事務局スタッフとのコミセン連絡会で検

討し、事業実施に向けて進めている。

64 指定管理 指定管理者はどこまでの責任となるのか。

65 事業
多くの事業を開催されていますが、どのように準備を進めているの

か（企画、スタッフなど）

役員や事務局スタッフ、利用者からの発案により事業を検討している。

発案された事業については、管理運営委員会や、役員と事務局スタッフとのコミセン連絡会で検

討し、事業実施に向けて進めている。

66 事業
少ない経費で事業をされていますが、参加者をどのように集めてい

る
事務局スタッフでチラシ等の広報を作成し、周知している。

67 利用者 コミセンの使い勝手など利用者のアンケートがあれば内容
過去にアンケートを実施したことはあるが、部屋の使い勝手等の内容ではなく、団体の活動や発

表についてのみ。

68 施設 ５年が経過して、施設を見直したいと思っているところはあるか

69 指定管理 カフェについて、運営、ボランティア、収支
【資料５（松浪コミュニティセンター管理運営委員会役員）参照】

【資料６（令和元年度決算）参照】

井野

浅岡

吉野

城田

小池

曾根

池西

五反田
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Ｎｏ 発行年月 テーマ 概要

第１号 R1.11月 元気で長生きのコツ

・市の介護予防事業の紹介（転倒予防教室、脳の健康教室、フレ

イルチェック、短期集中通所型サービス、歌体操教室ねぼし等）

・茅ヶ崎市の高齢者の健康状態（県平均との比較、介護認定の状

況）

第２号 R2.3月
歌体操教室がお休みの

間の過ごし方

・新型コロナウイルス等の感染症予防（手洗い）

・運動(歌体操の歌詞カード)

・栄養(栄養教室のレシピ)

第３号 R2.4月
新型コロナウイルス感

染予防と過ごし方

・新型コロナウイルス感染所の各種窓口

・歌体操の紹介パーチ２

・歌体操参加者へのインタビュー(自宅でできる介護予防）

・コグニサイズの紹介

第４号 R2.5月
外出自粛下でのフレイ

ル予防

・運動(ちがさき体操の紹介)

・口腔・栄養(はつらつアンケート、たんぱく質のレシピ)

・社会参加インタビュー記事(日常の過ごし方)

・脳トレ

第５号 R2.6月 感染予防と熱中症予防

・インタビュー記事(外出時に気を付けていること)

・熱中症予防(暑さを避ける、マスクの着脱、こまめな水分補給、

体づくり)

・夏バテレシピ

・脳トレ

第６号 R2.7月 自宅で出来る体操

・フレイル予防ヒント集

・公益財団法人・体力づくり事業財団の生活アクティブ体操

・夏定番レシピ

・脳トレ

第７号 R2.8月 夏バテ予防

・夏バテにならないための生活術(栄養素の取り方、こまめな水分

補給、調理や料理を手軽に行うコツ)

・夏バテ予防保存食のレシピ

・脳トレ

第８号 R2.9月 認知症予防

・認知症簡易テスト（大友式認知症予測テスト）

・認知症予防のポイント

・認知症あんしんガイドの紹介

・脳トレ

茅ヶ崎市介護予防通信一覧「いつまでもあなたらしく」

令和２年９月９日

まちぢから協議会連絡会 資料１

福祉部 高齢福祉介護課
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令和３年４月開園予定の保育所について

① ② ③

矢畑、浜之郷、茅ヶ崎３丁目、円蔵 茅ヶ崎１丁目・２丁目、元町 赤松町、本宿町、小和田3丁目

法人概要 社会福祉法人　愛和 社会福祉法人　タイケン福祉会 株式会社　こどもの森

神奈川県愛甲郡愛川町 埼玉県志木市 東京都国分寺市

実績あり

（厚木市に小規模保育事業を２施設）

実績あり

（茅ヶ崎市に小規模保育事業を１施設）

実績あり

（茅ヶ崎市に保育所を４施設）

計画概要 （仮称）鶴嶺フェルマータ保育園 （仮称）ウェルネス保育園　茅ヶ崎 （仮称）辻堂もりのこ保育園

浜之郷字本社436番1（地番）
茅ヶ崎２丁目７－７１

イオンスタイル湘南茅ヶ崎（旧サティ）内
本宿町3317番1（地番）

鶴嶺通り沿い、茅ヶ崎駅より徒歩22分 国道１号線沿い、茅ヶ崎駅より徒歩7分 住宅街、辻堂駅（西口）より徒歩7分

59名 77名 59名

新築２階建て（令和3年3月予定） 平成7年2月 新築２階建て（令和3年3月予定）

既存建物（店舗）を解体し、新たに建築

（前：ファッションセンターアグ洋品店）

既存の小規模保育事業（定員19人）・事業所内保育

事業（定員19人）と、空きテナントを合わせ、保育

所に移行し定員拡大する計画

住宅として開発途中の土地に、新たに建築

あり なし あり

あり あり なし

あり あり あり

①（仮称）鶴嶺フェルマータ保育園

②（仮称）ウェルネス保育園茅ヶ崎

③（仮称）辻堂もりのこ保育園

駐輪場

建築年月日

（備考）

屋外遊戯場

駐車場

定員

公募地域

法人名

所在地

保育事業

名称

計画地

（備考）

計画地

茅ヶ崎駅から徒歩22分程度の店舗跡地

計画地

茅ヶ崎駅から徒歩7分程度の商業施設内

計画地

辻堂駅から徒歩7分程度の住宅街

１００円ショップ

子ども向け体操教室

映画館

網掛け部分を拡大します。

鶴嶺小学校

鶴嶺八幡宮

中央公園

一里塚

ＪＲ辻堂駅

工場

湘南CORUN ENERGY

富士スーパー

前面道路は鶴嶺通り

鶴嶺通り南側は鶴嶺小学校通学路

住宅街にあります。

自動車送迎は禁止です。

前面道路は狭く交通マナーが重要です。

令和２年９月９日

まちぢから協議会連絡会 資料２

こども育成部 保育課

15



 

令和２年９月９日 

まちぢから協議会連絡会 資料３ 

都市部 都市政策課 
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令和２年９月１日  

 

  各自治会長 様 

茅ヶ崎市長 佐藤 光  

（公 印 省 略）   

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う広報ちがさきの取り扱い 

 

 日頃より、本市の広報事業につきまして格別の御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、広報紙につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを鑑みて、９月ま

で発行回数を月２回から月１回（１日号のみ）の発行とし、配布方法を業者による戸別配布

（ポスティング）とさせていただいているところです。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たないことから、１０月以

降も引き続き仕分け作業や配布作業の環境下における感染リスクに配慮する必要があるた

め、１０月１日号から４月１日号までの運用についても、現状の感染症対策に関する取り組

みを継続することで庁内の調整を進めています。 

あわせて、１１月１日号・２０２１年２月１日号と同時配布を予定している「ちがさき市

議会だより」も引き続き戸別配布（ポスティング）とし、また、３月１日号と同時配布を予

定している「ごみ通信春号」は発行中止、「ごみと資源物の分け方・出し方」「２０２１年度

ごみと資源の収集カレンダー」は戸別配布（ポスティング）とすることで調整を進めていま

す。なお、誠に恐縮ではございますが、この期間における配布手数料についてはお支払い出

来ない旨、御理解いただきますようお願いいたします。 

大変心苦しいところではございますが、市民生活の安全確保を第一に考え、新型コロナウ

イルス感染症のまん延・拡大防止に努める必要があるとの考えで運用を改める方向で進め

ています。なお、本件に関する周知につきましては、９月４日～９月１５日に配布を予定し

ている新型コロナウイルス感染症関連特集チラシで行うとともに、他の広報媒体も活用し

ていく所存でございます。今後とも、御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

事務担当 秘書広報課広報担当 

電話 0467-82-1111(内線 1552) 

令和２年９月９日 

まちぢから協議会連絡会 資料４－１ 

企画部 秘書広報課 

企画部 秘書広報課 
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令和２年９月１日  

 

  各広報配布人 様 

茅ヶ崎市長 佐藤 光  

（公 印 省 略）   

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う広報ちがさきの取り扱い 

 

 日頃より、本市の広報事業につきまして格別の御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、広報紙につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを鑑みて、９月ま

で発行回数を月２回から月１回（１日号のみ）の発行とし、配布方法を業者による戸別配布

（ポスティング）とさせていただいているところです。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たないことから、１０月以

降も引き続き仕分け作業や配布作業の環境下における感染リスクに配慮する必要があるた

め、１０月１日号から４月１日号までの運用についても、現状の感染症対策に関する取り組

みを継続することで庁内の調整を進めています。 

あわせて、１１月１日号・２０２１年２月１日号と同時配布を予定している「ちがさき市

議会だより」も引き続き戸別配布（ポスティング）とし、また、３月１日号と同時配布を予

定している「ごみ通信春号」は発行中止、「ごみと資源物の分け方・出し方」「２０２１年度

ごみと資源の収集カレンダー」は戸別配布（ポスティング）とすることで調整を進めていま

す。 

大変心苦しいところではございますが、市民生活の安全確保を第一に考え、新型コロナウ

イルス感染症のまん延・拡大防止に努める必要があるとの考えで運用を改める方向で進め

ています。なお、本件に関する周知につきましては、９月４日～９月１５日に配布を予定し

ている新型コロナウイルス感染症関連特集チラシで行うとともに、他の広報媒体も活用し

ていく所存でございます。今後とも、御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

事務担当 秘書広報課広報担当 

電話 0467-82-1111(内線 1552) 

令和２年９月９日 

まちぢから協議会連絡会 資料４－２ 

企画部 秘書広報課 
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  単位:円

増減比

点字広報(24回分) 376,872 点字広報(12回分) 188,436 -188,436

声の広報(24回分) 200,000 声の広報(12回分) 100,000 -100,000

仕分け 2,772,000

運送 4,743,200

配布手数料※ 2019年実績 23,626,960

総額 772,81449,052,799 49,825,613

広報ちがさき１日号・１５日号

（２４回分） 17,333,767
広報ちがさき１日号（１２回分）

11,500,827

運送費 31,142,160 38,036,350 6,894,190

戸別配布・ポスティング（広報紙・

議会だより・ごみカレンダー・分け

方出し方）
38,036,350

広報ちがさき等発行経費の年度比較

当初

(自治会配布＆月2回発行)

コロナ禍

(戸別配布・ポスティング＆月1回発行)

作成費 17,910,639 11,789,263

-5,832,940

令和２年９月９日

まちぢから協議会連絡会 資料４－３

企画部 秘書広報課
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令和元年度 令和２年度 令和８年度～

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月～ ～３月 ４月～

関係する主な会議

地域集会施設管理

運営委員会の動き

市の動き①

（制度・コミセン担当）

（地域担当職員）

まちぢから協議会

の動き

市の動き②

（制度・コミセン担当）

地域集会施設管理

運営委員会の動き

凡例

… 地域の皆様がご対応いただくもの

地域集会施設の指定管理者に関するスケジュール（市の考える将来像）

令和３年度～令和７年度

方
法
１

管
理
運
営
委
員
会
が
指

定
管
理
者
と
な
る
場
合

方
法
２

ま
ち
ぢ
か
ら
協
議
会
が
指
定
管
理
者
と
な
る
場
合

令和２年９月９日

市民自治推進課

５月１３日

まちぢから

連絡会総会

協定書、運用基準等の検討及び修正

雇用契約等の内容の見直し

次
期
、
指
定
管
理
者
で
の
運
用
（ま
ち
ぢ
か
ら
協
議
会
又
は
地
域
集
会
施
設
管
理
運
営
委
員
会
）

指
定
管
理
者
の
選
考

具体的な選考方法の決定
（行政改革推進室）

3
月
議
会

議
決
・決
定

５月１１日

コミセン

連絡会総会

３月１１日（中止）

まちぢから

連絡会定例会

３月９日（中止）

コミセン

連絡会定例会

以降、毎月

まちぢから

連絡会定例会

以降、６・１０・１月・３月

コミセン

連絡会定例会

協議会の指定管理考え方

決定

４月～８月

各地区まちぢから協議会

定期総会・臨時総会・運営委員会等

による合意形成・規約等の改正

説明及び意向の確認

（協議会への指定変更の希望）

組織再編・

規約改正

申
請
期
間

９月末 12月～1

管理運営委員会

定期総会・臨時総会・定例会答

による合意形成・規約・要綱等の改正

協議会の指定管理考え方決定

→ 非公募理由・税務署協議

申請書類一式

作成・提出

次
々
期
、
指
定
管
理
者
で
の
運
用
（全
地
域
集
会
施
設
の
指
定
管
理
者
を
ま
ち
ぢ
か
ら
協
議
会
が
受
託
）

令和８年度以降における

地域集会施設の指定管理者に関して

次の内容を検討

まちぢから協議会が全地域集会施設

の指定管理者となるべく、

① まちぢから協議会の組織形態

② 管理運営委員会との連携・融合

③ 両団体相互の意見交換の実施

～方法１・２に関する検討～

④ 両団体の規約・規程類の整理

を実施

申請書類一式

作成・提出
申請書類の整理及び

申請に向けた準備等

令和３年度～令和７年度

５月中旬

まちぢから

連絡会総会

５月中旬

コミセン

連絡会総会

申
請
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク‣

資
料
の
差
し
替
え
等
に
必
要
な
対
応

10月～11月

管理運営委員会が担う地区 ４地区

１ 茅ヶ崎地区

２ 浜須賀地区

３ 小出地区

４ 小和田地区

まちぢから協議会が担う地区 ７地区

１ 茅ヶ崎南地区

２ 海岸地区

３ 南湖地区

４ 湘南地区

５ 鶴嶺西地区

６ 鶴嶺東地区

７ 松浪地区（継続）

その他

対象外：松林・湘北
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